
徳島地区渋滞対策協議会設置要綱 

（名称） 

第１条 本会は徳島地区渋滞対策協議会（以下「協議会」という）と称する。 

（目的） 

第２条 本協議会は、徳島地区における慢性的な交通渋滞を解消し、円滑な交

通流を確保するため、施設整備計画とともに輸送効率の向上や交通需要

の時間的平準化等の交通等の交通需要マネジメント施策及び公共交通機

関の再編成などマルチモーダル施策等の渋滞対策を推進することを目的

とする。また、災害発生時において被災状況を踏まえた交通マネジメン

トを行う。

（調整事項） 

第３条 本協議会は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。 

（１）渋滞箇所とその原因の把握

（２）渋滞対策に関する意見調整

（３）渋滞対策に関する計画の策定、公表及びフォローアップ

（４）その他

（組織） 

第４条  本協議会の構成は別表のとおりとする。なお、会長が必要と認める機

関の職員を委員として参加させることができる。 

（協議会） 

第５条 本協議会には会長を置き、会長は国土交通省四国地方整備局徳島河川

国道事務所長とする。 

２ 会長は本協議会を総括し、本協議会を招集する。 

３ 会長は事故等があるときは会長が予め指名した者が、その職務を代行す

る。 

（幹事会） 

第６条 協議会に、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、協議会の協議事項について、予備的な協議を行い、協議会を

補佐する。 

（部会） 

第７条 渋滞対策に関する特定の課題を検討するための部会を設置することが

できる。 



（オブザーバー）

第８条 協議会にオブザーバーを置くことができる。

（事務局） 

第９条 事務局は 国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 計画

課及び 徳島県 県土整備部 高規格道路課に置く。 

付則 この要綱は平成 ２年１２月 ４日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成 ５年 ６月２９日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成 ６年 ８月１１日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成 ６年１１月 ９日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成 ９年 ８月２２日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成１７年１０月２７日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成２１年１０月２８日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成２４年 ７月１１日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成２７年 １月２８日から施行する。 

  この要綱の一部改訂は 平成２７年 ９月２９日から施行する。 

この要綱の一部改訂は 平成２８年 ４月２８日から施行する。 

この要綱の一部改訂は 平成２９年 ７月２５日から施行する。 

この要綱の一部改訂は 平成３０年 ８月 １日から施行する。 

この要綱の一部改正は 令和 ２年 ２月２８日から施行する。 

この要綱の一部改正は 令和 ３年 ６月３０日から施行する。 



協議会 組織名

会長  　国土交通省　四国地方整備局　徳島河川国道事務所長
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　徳島大学大学院　社会産業理工学研究部　教授

　徳島大学大学院　社会産業理工学研究部　教授

 　徳島県　県土整備部　都市計画課長

　徳島県　県土整備部　道路整備課長

　徳島県　県土整備部　高規格道路課長

　徳島県　県土整備部　次世代交通課長

 　徳島県　警察本部　交通部　交通企画課長

 　徳島県　警察本部　交通部　交通規制課長

　徳島市　経済部　地域交通課長

　藍住町　建設産業課長

　西日本高速道路(株)四国支社　総務企画部企画調整課長

 　西日本高速道路(株)四国支社　徳島工事事務所長

 　西日本高速道路(株)四国支社　徳島高速道路事務所長

 　本州四国連絡高速道路㈱　鳴門管理センター所長

オブザーバー 　(一社)徳島県トラック協会　専務理事

　(一社)徳島県バス協会　専務理事

 　徳島県タクシー協会　参事

　(一社)日本自動車連盟　徳島支部　事務所長
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